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　予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期
接種に追加されることになりました。
　幌延町では平成22年から任意接種を希望される70歳以上の方に助成してきましたが、10月1日からは対象
者が変更になりますので、ご注意ください。
＜対象者＞
①幌延町に住民登録のある方。
②平成26年度から30年度までの間は、各年度中（４月１日～3月31日）に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳になる方。
③平成26年度に限り、平成26年3月31日に100歳以上の方。
④60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身
体障害1級程度の障害がある方。
※いずれも、過去に成人用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象になりません。
※平成26年度対象者には、9月下旬頃、案内と予診票をお送りしますのでご確認ください。

＜接種費用＞
　町から全額を助成します。
＜接種医療機関＞
　幌延町立診療所
＜接種方法＞
　接種を希望される方は、1週間前までに幌延町立診療所に予約してください。予約の受付時間は午後1時から
4時30分です。接種を受けられる日は月曜～水曜日の午前8時30分から11時です。
＜その他＞
　高齢者肺炎球菌予防接種のあと、1週間あければ次の予防接種を受けることができます。
　ご不明な点がありましたら、幌延町保健センター（電話・告知端末機５－１７９０）にお問い合わせください。
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65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳
100歳以上

昭和２４年４月２日生まれから昭和２５年４月１日生まれまで
昭和１９年４月２日生まれから昭和２０年４月１日生まれまで
昭和１４年４月２日生まれから昭和１５年４月１日生まれまで
昭和　９年４月２日生まれから昭和１０年４月１日生まれまで
昭和　４年４月２日生まれから昭和　５年４月１日生まれまで
大正１３年４月２日生まれから大正１４年４月１日生まれまで
大正　８年４月２日生まれから大正　９年４月１日生まれまで
大正　３年４月２日生まれから大正　４年４月１日生まれまで
大正　３年４月１日以前生まれ

★保健センターに新しい設備です。
　保健センターの多目的トイレにオストメイト対応の設備が設置
されました。

　安心して利用できる場所としてご活用ください。
　併せて、男女のトイレが改修され使いやすくなっています。
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